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かかりつけ歯科医の定義（日本歯科医師会の考え方）

かかりつけ歯科医とは

かかりつけ歯科医とは、安全・安心な歯科医療の提供のみならず医療・
介護に係る幅広い知識と見識を備え、地域住民の生涯に亘る口腔機能の
維持・向上をめざし、地域医療の一翼を担う者としてその責任を果たすこ
とができる歯科医師をいう。

かかりつけ歯科医が担う役割

患者の乳幼児期から高齢期までのライフステージに応じた継続管理や
重症化予防のための適切な歯科医療の提供および保健指導を行い、口
腔や全身の健康の維持増進に寄与すること。

また、地域の中では、住民のために行政や関係する各団体と共に歯科
健診などの保健活動等を通じ口腔保健向上の役割を担い、地域の関係
機関や他職種と連携し、通院が困難な患者にさまざまな療養の場で切れ
目のない在宅歯科医療や介護サービスを提供するとともに、地域包括ケ
アに参画することなどがかかりつけ歯科医の役割である。
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かかりつけ薬局、薬剤師の定義について

かかりつけ薬剤師、薬局の基本的な機能

① 服薬情報の一元的な把握とそれに基づく薬学的管理

② ２４時間対応、在宅対応

③ かかりつけ医を始めとした、医療機関等との連携強化

（出典：厚生労働省 患者のための薬局ビジョン）

「かかりつけ薬剤師」とは

薬による治療のこと、健康や介護に関することなどに豊富な知
識と経験を持ち、患者さんや生活者のニーズに沿った相談に応じ
ることができる薬剤師のことをいいます。

（出典：日本薬剤師会ホームページ）
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